
 

養老町商工会便り
◇小規模事業者持続化補助金の公募について 

■持続化補助金（一般型） 

【補助上限額及び補助率】 

・通常枠 50 万円 

・卒業枠 200 万円  

・後継者支援枠 200 万円 

・創業枠 200 万円   

・賃金引上枠 200 万円 補助助率 2/3(赤字事業者は

3/4） 

※インボイス特例の要件を満たしている場合

は、上記補助上限額に 50 万円を上乗せします 

【補助対象事業】 

販路開拓等の取組や、販路開拓等と併せて行

う業務効率化（生産性向上）の取組み 

 

＜申請受付締切＞ 

第 14 回公募締切：2023 年 11 月 

    採択時期：2024 年 3 月 

    事業期間：2024 年 10 月末まで 

        (8 か月程度) 

第 15 回公募締切：2024 年 2 月 

    採択時期：2024 年 6 月 

    事業期間：2024 年 10 月末まで 

(5 か月程度) 

※1：上記のスケジュールは現時点での「見込み」

のため変更となる可能性があります。 

※2：第 15 回の事業期間（補助事業期間）は通

常よりも短く設定されています。 

 

商工会では、申請に必要な経営計画の作成の

お手伝いをしておりますのでお問い合わせく

ださい。尚、計画書作成には時間がかかりま

すので、早めの取り組みをおすすめします。 

 

◇「岐阜県新事業分野開拓事業者認定事業」

認定事業者募集 

本事業は、新商品の生産等により新たな事

業分野を開拓しようとする県内の事業者を県

が認定の上、新商品等を登録し、県が優先的

に購入に努めること等により、販路開拓を支

援するものです。 

■対象者 

・県内に事業所を有する中小企業者 

・県の機関において使用が見込まれる新商品 

 を生産等する事業者 

■募集期間 

令和 5 年 8 月 21 日～10 月 31 日 正午必着 

■認定の期間 

認定を通知した日～年度を経過した日の属す

る年度の末日 

(今回は、令和 9 年 3 月 31 日まで)  

■応募方法 

県ホームページからダウンロード 

https://www.pref.gifu.lg.jp/site/pressre

lease/312579.html 

  

◇動画講座（全 4 回）のご案内 

誰に、何を、どのように伝える？ 

スマホで出来る SNS 情報発信講座、動画編 

スマートフォンを活用して、気軽に情報発

信ができるようになる実践的な講座です。ス

マホを用いた動画撮影・編集の基本技能や SNS

を活用する際に必要な情報発信技術を初心者

でもわかりやすくお伝えします。 

■講師 

野村優写真事務所 代表 野村優氏 

■対象 

養老町商工会員の方で、ＳＮＳを活用して情

報発信をしたい方。全 4 回の講座に全て参加

可能な方。 

■日時 

第 1 回：10 月 25 日(水)14 時～17 時 

第 2 回：11 月 8 日(水)14 時～17 時 

第 3 回：11 月 21 日(火)14 時～17 時 

第 4 回：11 月 27 日(月)～12 月 1 日(金) 

※第 4 回目はより実践的な出張型個別指導。 

■会場 

養老町商工会 研修室 

2023 年 9 月 

218 号 

補助率 2/3 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12b12oedp/EXP=1376977763;_ylt=A7dPeCDjsRFSPw0AJu6U3uV7/*-http:/dollsent.jp/wp-content/uploads/2010/09/dango.png


■申し込み 

9 月 11 日(月)10 時より申し込み開始。 

※先着 9 事業所、各事業所 1 名参加可能。 

別紙チラシまたは養老町商工会ホームページ

に記載されているフォームよりお申し込みく

ださい。（参加費無料） 

※9 月 11 日 10 時以前に申し込みし

た内容は無効となります。 

 

◇小規模企業共済のオンライン化について 

令和 5 年 9 月から、小規模企業共済の手続

きの一部がオンライン化されます。 

オンライン化対象の手続きは、 

・掛金控除証明書の電子発行 

・掛金月額の変更 

・届出事項（契約者情報）の変更 

などがあります。 

 なお、各種オンライン手続きは、マイナン

バーカードによる本人確認が必要となります。 

お問い合わせは、共済相談室にお電話でお問

い合わせください。 

共済相談室📞050-5541-7171 

https://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html 

 

◇マル経資金をご利用ください 

商工会の経営指導を受けている小規模事業

者の方が、経営改善に必要な資金を無担保・

無保証人でご利用できる制度です。 

下記のような時にご相談ください。 

□運転資金を必要とするとき 

□新しい機械を増やしたいとき 

□お店や工場を改装したいとき 

□その他金融についてのご相談 

 

資金使途 運転資金 設備資金 

融 資 額 2,000 万円以内 

返済期間 
7 年以内 

（据置 1 年以内） 
10 年以内 

（据置 2 年以内） 

利 率 1.09%（R5.9.1 現在） 

その他 
ご利用にあたっては商工会会長
の推薦が必要です。 

 

 

【利子補給制度】 

対象融資の返済した利子額に対する１／２

の額で、年間３万円を上限に利子助成制度も

実施しておりますので是非ご利用ください。 

※新型コロナウイルス感染症を受けた事業者

向け融資制度は対象外 

 

◇ＷＥＢセミナーについて  

養老町商工会のホームページから無料のＷ

ＥＢセミナーがご視聴いただけます。忙しく

て研修会に参加できない方などに最適です。

社内研修や自己啓発のツール等に是非ご活用

ください。ログインPWは、商工会へお問い合

わせください。 

 

◇商工会の実施した主な事業等 

8. 4 高田夏まつり（高田商店街） 

8.28 スマホで出来る SNS 情報発信講座 

写真編 1 回目（商工会館） 

◇参加した主な会議等 

8. 9  職業紹介責任者講習（岐阜市） 

8. 9 労働保険未手続事業一掃推進員研修会

（岐阜市） 

8.10  インボイス実務研修会（安八町） 

8.22  公正採用選考人権啓発研修会(岐阜市) 

8.23  ガキビズのビジネスモデルに関する 

勉強会(大垣市) 

◇今後の予定 

9. 7 スマホで出来る SNS 情報発信講座、 

写真編 2 回目（商工会館） 

9.15 ハロープロジェクト（安八町） 

9.20 スマホで出来る SNS 情報発信講座、 

写真編 3 回目（商工会館） 

商工会では「経営相談・支援」や「税務相

談・経理指導」「金融相談、斡旋」「取引・販

路開拓支援」「労務支援」「専門家派遣支援」

「IT 支援」「補助金書類作成支援」など皆様

のご相談に応じた支援を行っています。 
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